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　本書は，アメリカで2010年３月に成立した
医療制度改革法，通称オバマケアを中心として，
歴史的制度論の視点から，アメリカ医療制度の
政治史の分析を建国時にまで遡って行った優れ
た良書である。本書は学術書であるが，アメリ
カ政治史について全くの門外漢である評者に
とっても読みにくさを感じるものではなく，わ
かりやすく丁寧に論じられている。
　本書は，歴史的制度論において使用される「経
路依存性」と「決定的転機」の２つの概念を用
いて分析を行っている。経路依存性とは，新し
い政策が一旦施行されると，その政策を継続す
るための動きが強まることをいう。たとえば，
現在のタイプライターの配列は英語をタイプす
るのに最も効率的なものでないことが証明され
ているが，非効率な配列が市場に出回ってしま
うと，配列の変更には新たなコストがかかるた
めに，また人々がその非効率な配列のタイプラ
イターで効率的にタイプできるように工夫して
いるために，新しい配列に変えることが難しく
なる。同じようなことが政治においても起きる
とされる。次に，決定的転機とは，大きな政策
刷新が起こる転機となるものであり，戦争，経
済不況などの「外的ショック」を指す。決定的
転機によってできた新しい政策は，その後，経

路依存性を生み出し，その政策が非効率であっ
ても一定期間は存続し続けるとされる。本書
は，こうした概念を用いつつ，特に第２次世界
大戦期と戦後復興期の大きな政策変化が起こし
た経路依存性の中にオバマ改革を位置づけるこ
とで，オバマ改革によるアメリカ医療制度への
影響を分析している。

＊

　第Ⅰ部「アメリカ医療制度の歴史的発展」第
１章「『小さな連邦政府』と医療改革」では，ア
メリカという国家の成り立ちとその後１世紀の
発展の概要について次のように論じられている。
　アメリカ建国当時，西欧は神から権力を与え
られた王が国を統治するという「王権神授説」
の世の中であり，アメリカ植民地はそれを否
定して，自由，平等，民主主義という価値にも
とづいて建国した。その結果，アメリカの革命
は，地理的にイギリスから独立したというだけ
でなく，理念的にも旧世界から独立するという
意味合いを持っていた。このことにより，アメ
リカ合衆国が特別の価値によって形成された特
別な国であるという「アメリカ例外主義」とい
う考え方が生まれ，その後のアメリカの政治シ
ステム，政策に大きな影響を与えている。さら
に，この自由，平等，民主主義という理念にも
とづき，アメリカは絶対君主制ではない国家を
目指した結果，権力を分散させ，抑制し均衡さ
せる必要性が生じ，三権分立と連邦制が採用さ
れた。連邦制は，憲法制定の過程で連邦政府の
権限が大きくなりすぎることが懸念された結果
として採用されたものであり，権力分散の仕組
みといってよい。
　著者は，こうした自由，平等，民主主義とい
う理念と，それにもとづく仕組みである三権分
立，特に連邦制を分析の基本軸としている。こ
の基本軸をもとに，政府権力の拡大につながる
皆保険が「社会主義的医療」と批判され，アメ
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リカ医師会も反対を表明したために，公的医療
保険の導入が頓挫したことなどを丁寧に論じて
いる。
　第２章「第二次世界大戦と医療保険」では，
医療制度の中で第２次世界大戦が引き起こした

「決定的転機」について以下のように述べられ
ている。
　第２次世界大戦のような総力戦では，多くの
若者が戦場に動員され，軍需産業が拡大して多
くの労働者がそれに吸収される。このような一
般市民が戦争から受ける圧力をできるだけ緩和
するためのひとつの手段として医療保険制度が
位置づけられた。こうして皆保険を実現しよう
とする動きが活発化し，公的医療保険の創設
を含む法案が1943年に上下両院に提出された。
しかし，この法案は議員の支持を得られず，廃
案となった。
　また，戦時下において多くの若者が戦地に
赴き，また軍需産業は労働力を必要としたため
に，一般企業から人手不足の声が上がり始めた。
それに拍車をかけたのが賃金統制である。これ
により企業は，質の良い労働者を確保する手当
を高い報酬以外に見つけなければならなくなっ
た。そこで連邦政府は1942年，企業が医療保険
などを給与外手当として提供した場合，その費
用を所得から差し引くという税の優遇措置を認
めた。これを機に，民間医療保険が普及した。
　さらには，第２次世界大戦によって退役軍人
医療サービスが拡大した。この退役軍人医療
サービスの発展は，退役軍人とその他の市民を
分断させ，このサービスが「社会主義的医療」
の悪例として利用されるなどしたために，皆保
険反対派を勢いづかせる結果となった。
　著者は，これらの決定的転機の結果，公的な
医療保険ではなく民間の医療保険を中心とした
医療制度の基礎が築かれたと指摘する。
　第３章「民間医療保険の拡大と変容」は，先

述した決定的転機によってできあがった民間医
療保険中心の医療制度に生じた変化について，
次のように分析する。
　1940年代末から50年代にかけて，放射線治療
機器などの医療技術が発達し，実際に医療を利
用する人が増えたため，民間医療保険が普及し
た。こうした状況においてアイゼンハワー政権
は，医療保険を拡大するための政策を進めた。
たとえば1954年に歳入法が制定され，雇用主が
被用者に医療保険を提供する際に認められた税
控除に対して法的根拠が与えられた。この歳入
法は，連邦政府が直接的に医療財政に介入する
のではなく，税制という間接的な介入をするも
のであった。こうした間接的な介入方法は，そ
の後も政策の選択肢として支持を集めていった。
　次に，連邦政府の職員に医療保険を提供する
ために，連邦政府職員健康プログラムを創設し
た。このプログラムは，保険料の一部を連邦政
府が補助するものであり，自前の公的病院を設
立して，自前の医師などの医療従事者を雇用す
る退役軍人医療サービスとは大きく異なるもの
であった。
　一方，公的医療保険による皆保険を目指す動
きは広い支持を得られないでいた。そこで，市
民全体を含む公的医療保険プログラムを一気に
実現させることは困難であるとして，高齢者向
けの公的医療保険プログラム（メディケア）を
まずは創設し，少しずつ理想を実現させる方針
がとられた。1963年の選挙において民主党が
大勝し，また共和党とともにメディケアに反対
していた民主党保守派議員の多くがよりリベラ
ルな議員にとって代わられたことは，メディケ
アの成立に向けて追い風となった。こうした政
治状況のもとに高齢者医療について３つの法案
が提出されたが，この３つの案を統合すること
が提案され，メディケアと同時にメディケイド

（貧困層のための医療サービス制度）が1965年
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に成立した。ただし，メディケアとメディケイ
ドが成立したとはいえ，高齢者，貧困層以外の
他の人の多くは民間医療保険に加入できておら
ず，メディケア，メディケイドは医療制度を抜
本的に改革するものとはいえなかった。
　1992年に大統領に選出されたクリントンは，
2000年までに増加する財政赤字の50％が医療費
であると見込まれることから，人権問題という
よりは経済問題として医療問題をとらえ，大統
領夫人のヒラリー・クリントンを座長とする大
統領直轄のタクスフォースを組織して，医療制
度改革案を作らせた。このタクスフォースが出
した改革案は，雇用主に対して被用者への医療
保険の提供を義務づけ，中小企業や低所得者に
は政府から補助金を出すというものであった。
この改革法案に対して，各団体が政治的な連合
を組んで反対したこともあり，法案は頓挫した。
　以上のように本章は，1940年代から2000年
頃までの医療制度に関する変容を論じる。

＊＊

　第Ⅱ部「オバマ改革をめぐる争い」第４章「オ
バマ改革の形成過程」は，オバマ改革が成立す
る過程を，オバマ政権と議会との関係を中心に
次のように論じている。
　2008年にオバマが大統領になった当時，医
療制度改革のための追い風が吹いていた。すな
わち，リーマンブラザーズの破綻を契機に世界
金融恐慌が生じ，ブッシュ政権によるビジネス
界への放漫な政策に対して批判が高まった。ま
た，2000年代に入って経済が比較的好調であっ
たにもかかわらず，無保険者が減少しないこと
も問題視された。この無保険者の問題に加えて，
雇用主が提供する医療保険に加入している被用
者であっても，適用される医療サービスが限定
されていたり，一部自己負担額が高額に設定さ
れていたり，年間の保険給付額が制限されるな
ど，結果的に医療サービスを受けられない人が

いることが知れ渡るようになった。さらには，
1990年代半ばから退役軍人医療サービスにお
いて大きな改革が行われ，民間でこそ発展する
とされた電子カルテや高度医療が「社会主義的
医療」である退役軍人医療サービスで実現する
など，改革の効果が明らかとなった。
　こうした背景のもと，オバマ大統領はアメリ
カ医師会などの利害関係者の支持を獲得する一
方，議会対策を強めていった。特にクリントン
案の失敗から，政策立案の作業をホワイトハウ
ス主導で行うのではなく，議会に任せるとい
う戦略をとった。その結果，2010年３月21日，
共和党員は全員反対し，民主党員から34名の
造反が出たものの，下院において上院案が可決
され，同年３月23日のオバマ大統領の署名に
よって，医療制度改革法が成立した。
　このオバマ改革は，50人以上の被用者を持つ
雇用主に医療保険の提供を義務づけるものであ
る。中小企業に対しては補助金が支給される。
この義務を怠ると被用者ひとりあたり2000ド
ルのペナルティが課される。個人にも新たに設
置される医療保険取引所を通して保険に加入す
ることが義務化され，補助金などの支援策が
盛り込まれた。加入を拒否する者に対しては，
625ドルまたは世帯年収の2.5％のうち安い方
の額がペナルティとして徴収される。他方，民
間保険者に対しては，既往歴などを理由に保険
加入を拒否することを禁じるなどの規制を強
化し，貧困に至っていない低所得層のためにメ
ディケイドの適用対象者を拡大した。その他に
も児童医療プログラム，予防医療，医療過誤訴
訟などに関して，様々なプログラムがオバマ改
革に含まれている。これらの改革は，2010年
から複数年にわたって順次施行され，2018年
にすべてが施行されることになっている。
　第５章「オバマ改革をめぐる論点」では，オ
バマ改革が成立した後も激しい反対運動は収ま
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らなかったことが述べられている。具体的には，
①健康リスクの高い人を加入させることで民間
医療保険の保険料が上昇するため，政府からの
財政補助を受けたとしても，保険料負担に耐え
られず，ペナルティの支払いを選択する人が増
える，また，②メディケア，メディケイドの診
療報酬が下げられることで，患者を受け入れる
病院が減る，などの批判について言及している。
本章は，こうした論点の他に，人工妊娠中絶，
避妊サービス等をめぐる対立について詳しく論
じている。
　第６章「オバマ改革と最高裁判所」は，オバ
マ改革で最も注目された2012年６月28日の連邦
最高裁判決について以下のように論じている。
　オバマ改革に関する最も重要な訴訟上の論点
は個人に対して民間医療保険への加入を義務化
することが合憲かということであった。これま
で連邦最高裁は，民間商品の購入を個人に対し
て義務化することを認める判決を下したことが
なかった。また当時，連邦最高裁においては保
守系の判事が多数を占めていた。こうしたこと
からこの裁判は大きな注目を浴びた。
　結果として連邦最高裁は個人加入義務化を合
憲と判断した。ただし，メディケイドの拡大に
ついては違憲とした。メディケイドは，連邦政
府が基本方針を示して財政を負担し，州が運営
するというものであり，州の参加は任意となっ
ていた。最高裁は，メディケイドの拡大を州政
府に強制することが連邦政府に認められた権限
を逸脱しているとした。
　第７章「オバマ改革の本格施行を控えた争い」
は，オバマ改革に関する2012年以降の動きに
ついて次のように論じる。
　オバマが再選をかけた2012年大統領選挙の中
心的争点のひとつは医療改革であった。共和党
からはロムニーが候補者となったが，共和党に
とって最適な候補者ではなかった。というのも，

ロムニーはマサチューセッツ州知事時代に医療
改革を実現させており，その改革がオバマ改革
のたたき台となったからである。結局，オバマ
が再選されたが，オバマ改革の全貌が未だ不明
な中で，アメリカ市民は改革への疑念を拭いき
れなかったという意味で，この選挙結果はオバ
マ改革への信任を意味するものではなかった。
　2013年秋，共和党は暫定予算案の成立と引
き替えに医療改革関連予算の削減を求めてオバ
マとの対立を強め，連邦政府機関の一部閉鎖を
引き起こす事態となった。
　また2013年10月，個人が保険に加入するた
めの医療保険取引所のウェブサイトで重大なシ
ステム障害が発生した。この障害は保険加入者
の減少というかたちで保険会社に経済的損害を
与えうるものであり，翌2014年の中間選挙を
控えた民主党議員に対して危機感を抱かせるも
のとなった。

＊＊＊

　以上のように医療保険改革を中心とした政治
史を分析したうえで本書は，あるべき国家像に
ついての議論を行い，皆保険を実現させようと
するオバマ改革を参考に，日本においても医療
制度をあるべき国家像と結びつけて議論すべき
であると主張する。特に著者はアメリカにおい
て前述したアメリカ例外主義が政策に大きな影
響を与えたと強調する。しかしながら，あるべ
き国家像に関する議論がアメリカの社会保障政
策に常に大きな影響を与えたわけではない。た
とえば，年金については，連邦直轄の公的年金

（OASDI）が1935年に創設されたが，それは著
者が指摘するように（1）当時，強力な利益集団で
あるアメリカ医師会，民間保険提供者の利害に

（1）　山岸敬和・アダム・シャインゲイト「なぜアメリ
カ国民皆保険が存在しないのか？　歴史的制度論に
よる歴史・政策・政治への再考」社会政策研究3号
125頁（2002年）。
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公的年金制度が抵触しなかったからであり，あ
るべき国家像の議論が影響したわけではなかっ
た。アメリカ例外主義と政策との関係について
は，医療分野を超えた大きな視点からのさらな
る考察が必要である。この点については，著者
の今後の研究に期待したい。
　従来，医療に関してなぜアメリカには皆保険
がないのかという質問がよくなされたが，現在
は，なぜ皆保険が実現したのかという問いかけ
がなされるように変化した。本書はこの問いか

けに十分に答えるものとなっている。
　かつて医療改革を主導したヒラリー・クリン
トンが2016年の大統領選挙への出馬を表明し
たが，本書はこの大統領選挙の政治的意義を知
るうえでも役立つ１冊である。

（山岸敬和著『アメリカ医療制度の政治史―
20世紀の経験とオバマケア』名古屋大学出版
会，2014年３月，ⅳ＋317＋52頁，定価4,500
円＋税）
（おおはら・としお　関東学院大学法学部教授）　
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